
業
務
ま
た
は
通

勤
に
よ
る
ケ
ガ
や

病
気
に
よ
っ
て
、

障
害
（
補
償
）
年

金
又
は
傷
病
（
補

償
）
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
の
う

ち
、
別
表
に
当
て

は
ま
る
程
度
の
障

害
に
よ
り
常
時
介

護
ま
た
は
随
時
介

護
を
受
け
て
い
る

場
合
に
そ
の
介
護

を
受
け
て
い
る
間

支
給
さ
れ
ま
す
。

【
支
給
要
件
四
項
目
】

一
、
一
定
の
障
害
の
状
態
に
該
当

し
て
い
る
こ
と

二
、
民
間
の
有
料
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
な
ど
や
親
族
ま
た
は
友
人
・
知

人
に
よ
り
、
現
に
介
護
を
受
け
て

い
る
こ
と

三
、
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
入
院

し
て
い
な
い
こ
と

四
、
障
害
者
支
援
施
設
（
生
活
介

護
を
受
け
て
い
る
場
合
）
、
老
人

保
健
施
設
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
原
爆
爆
弾
被
爆
者
特
別
養
護

ホ
ー
ム
、
労
災
特
別
介
護
施
設
に

入
所
し
て
い
な
い
こ
と

介
護
（
補
償
）
給
付
の
支
給
額

は
、
介
護
の
状
態
と
誰
か
ら
介
護

を
受
け
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
支

給
額
が
異
な
り
ま
す
。

一
、
常
時
介
護
を
受
け
て
い
る
方

①
民
間
の
有
料
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
を
利
用
し
、
親
族
ま
た
は
友

人
・
知
人
の
介
護
を
受
け
て
い
な

い
場
合
は
、
介
護
の
費
用
と
し
て

支
出
し
た
額
（
上
限
十
万
四
千
九

百
六
十
円
）

②
親
族
又
は
友
人
・
知
人
の
介
護

を
受
け
て
い
て
、

イ
）
介
護
の
費
用
を
支
出
し
て
い

な
い
場
合
は
、
一
律
五
万
六
千

九
百
三
十
円

ロ
）
介
護
の
費
用
と
し
て
支
出
し

た
額
が
五
万
六
千
九
百
三
十
円

を
下
回
る
場
合
に
は
、
一
律
五

万
六
千
九
百
三
十
円

ハ
）
介
護
の
費
用
と
し
て
支
出
し

た
額
が
五
万
六
千
九
百
三
十
円

を
上
回
る
場
合
に
は
、
介
護

の
費
用
と
し
て
支
出
し
た
額
（
上

限
十
万
四
千
九
百
六
十
円
）

二
、
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
方

①
民
間
の
有
料
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
を
利
用
し
、
親
族
ま
た
は
友

人
・
知
人
の
介
護
を
受
け

て
い
な
い
場
合
は
、
介
護
の
費
用

と
し
て
支
出
し
た
額
（
上
限
五
万

二
千
四
百
八
十
円
）

②
親
族
又
は
友
人
・
知
人
の
介
護

を
受
け
て
い
て
、

イ
）
介
護
の
費
用
を
支
出
し
て
い

な
い
場
合
は
、
一
律
二
万
八
千

四
百
七
十
円

ロ
）
介
護
の
費
用
と
し
て
支
出
し

た
額
が
二
万
八
千
四
百
七
十
円

を
下
回
る
場
合
に
は
、
一
律
二

万
八
千
四
百
七
十
円

ハ
）
介
護
の
費
用
と
し
て
支
出
し

た
額
が
五
万
六
千
九
百
三
十
円

を
上
回
る
場
合
に
は
、
介
護
の

費
用
と
し
て
支
出
し
た
額
（
上

限
五
万
二
千
四
百
八
十
円
）

た
だ
し
、
月
の
途
中
か
ら
介
護

を
開
始
さ
れ
る
場
合
は
、
介
護
の

費
用
の
支
出
の
有
無
で
支
給
が
異

な
り
ま
す
。

①
介
護
の
費
用
を
支
払
っ
て
介
護

を
受
け
た
場
合
は
、
上
限
額
の
範

囲②
介
護
の
費
用
を
支
払
わ
な
い
で

親
族
等
か
ら
介
護
を
受
け
た
場
合

は
、
当
該
月
は
支
給
な
し

第59号 藤田社会保険労務士事務所だより 平成26年4月1日

第59号

発行所

藤田社会保険

労務士事務所

京都市伏見区

支
給
対
象
者

は
限
定

介
護
状
態
等
で
支
給
額
決
定

今
月
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
以

下
、
労
災
保
険
法
と
記
載
し
ま
す
）
に
基
づ

く
保
険
給
付
の
う
ち
、
介
護
（
補
償
）
給
付

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

該当する方の具体的な障害の状態とは

常時介護を要する状態

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要
する状態に該当する方

② 両眼が失明するとともに、障害（補償）年金又は傷

病（補償）年金のうち、
障害等級・傷病等級第1級と第2級の障害を有する方

両上肢及び1両下肢が亡失又は用廃の状態にある方
など①と同程度の介護を要する状態である方

随時介護を要する状態

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要

する状態に該当する方

② 障害等級第1級または傷病等級第1級に該当する方で、
常時介護を要する 状態ではない方

(別表)



快
適
な
職
場
環
境
」
と
い
う
言

葉
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
環
境
を
イ

メ
ー
ジ
し
ま
す
か
。

就
労
場
所
が
事
務
室
の
外
と
中

と
で
は
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す
の

で
、
今
回
は
事
務
室
内
で
勤
務
時

間
の
ほ
と
ん
ど
を
過
ご
す
場
合
を

想
定
し
て
く
だ
さ
い
。

事
務
室
内
で
業
務
を
行
な
う
正

社
員
の
方
は
、
一
日
の
三
分
の
一

を
事
務
室
内
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。

短
時
間
の
社
員
（
パ
ー
ト
や
ア
ル

バ
イ
ト
）
の
方
も
一
日
の
四
分
の

一
や
五
分
の
一
程
度
は
過
ご
し
て

い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
事
務
室
内
で
業
務

が
で
き
る
環
境
か
ど
う
か
が
大
切

で
す
。
万
一
、
働
く
意
欲
を
そ
ぐ

よ
う
な
環
境
で
あ
れ
ば
、
生
産
性

の
面
か
ら
も
能
率
の
低
下
を
き
た

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
か
ら
二
〇
年
以
上
前
に
、
快

適
な
職
場
づ
く
り
を
労
働
安
全
衛

生
法
で
事
業
者
の
努
力
義
務
と
し
、

快
適
な
職
場
づ
く
り
の
た
め
の
指

針
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

指
針
で
は
、
作
業
環
境
や
作
業

方
法
、
疲
労
回
復
支
援
施
設
、
そ

の
他
の
施
設
や
設
備
の
維
持
管
理

の
四
つ
の
視
点
で
ハ
ー
ド
面
の
改

善
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
指
針
に
は
職
場
の
人

間
関
係
や
処
遇
等
に
つ
い
て
は
盛

り
込
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
働
く
方
々

が
ス
ト
レ
ス
を
強
く
感
じ
る
よ
う

な
職
場
は
、
“
快
適
な
職
場
”
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
最
近

で
は
、
ハ
ー
ド
面
と
と
も
に
ソ
フ

ト
面
で
の
対
策
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
は
、
職
場
環
境
の
快
適
性

を
調
査
し
、
問
題
点
を
洗
い
出
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
の
上
で
、
就
労
環
境
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
（
Ｐ
＝
計
画
、
Ｄ
＝

実
行
、
Ｃ
＝
確
認
、
Ａ
＝
行
動
）

を
活
用
し
ま
す
。

問
題
点
を
洗
い
出
し
た
後
、
ど

の
よ
う
な
点
か
ら
改
善
し
て
い
け

ば
よ
い
の
か
、
改
善
計
画
を
立
て

ま
す
。

次
に
、
改
善
計
画
を
実
行
し
、

そ
の
結
果
を
確
認
し
ま
す
。
改
善

計
画
に
無
理
が
な
い
か
、
ど
の
よ

う
な
効
果
が
あ
ら
わ
れ
た
か
、
な

ど
を
調
査
し
ま
す
。
継
続
す
る
の

か
、
計
画
を
修
正
す
る
の
か
を
判

断
し
、
行
動
し
ま
す
。

快
適
な
職
場
環
境
は
、
毎
日
の

積
み
重
ね
で
ど
の
よ
う
に
も
変
化

し
ま
す
。
働
く
方
々
の
ス
ト
レ
ス

が
軽
減
さ
れ
る
職
場
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。

一
〇
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
〇
日

○
預
金
管
理
状
況
報
告
の
提
出

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
一
月
～
三
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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“
石
の
上
に
も
３
年
”
と
い

う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
何

事
に
も
忍
耐
強
さ
が
大
切
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
個
人
的
に
は

“
待
て
ば
海
路
の
日
和
あ
り
”

と
“
果
報
は
寝
て
待
て
”
を
合

わ
せ
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

気
が
し
ま
す
。

ま
も
な
く
開
業
6
年
目
に
な

り
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

四
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-26-203

編
集
後
記

一
日
の
三
分
の
一
を

過
ご
す
場
所

Ｑ 当社には、４月２５日付退職予定と４月３０日付退職予定の

正社員がいます。いずれも６5歳定年です。

４月分社会保険料を４月分給与から控除してもいいのでしょうか。

なお、当社の給与は当月２５日締の当月末日支払いです。

Ａ 退職月までの社会保険料を給与から控除するかどうかは、退

職日が月の途中になるのか、月末になるのか、で異なります。

月の途中で退職する場合は、退職する月の前月分の社会保険料ま

でを預かります。一方、月末で退職する場合には、退職する月分ま

での社会保険料を預かります。いずれも事業主負担分とともに納付

します。

そのため、貴社の退職予定者のうち、２５日付退職の方からは４

月分の社会保険料を控除することはできません。４月分は、次に加

入する健康保険の保険料額を自分で納付することになります。

なお、健康保険症は退職日当日中は有効ですが、退職日の翌日に

は失効しますので、必ず回収して資格喪失届と共に届け出ましょう。

給与からの社会保険料控除

ハ
ー
ド
面
と
ソ
フ
ト
面

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
活
用


